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新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員の対応

特定社会保険労務士 中島康之

勤 怠

賃 金

症状 発熱等の症状あり 症状 無症状

勤 怠 病気欠勤(労務不能の証明あり) 勤 怠 会社から休業指示(休業)のまま

勤 怠 休業→年次有給休暇 勤 怠 休業→年次有給休暇

就 労

休業(使用者の責めに帰すべき事由)

賃金の支払い義務あり(休業手当=平均賃金の100分の60)
会 社 か ら 休 業 指示

支給対象とならない傷 病 手 当 金 症状により可能(労務不能の証明必要)

(答)年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得
させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定
に照らし適切に取り扱ってください。
なお、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないよう
にしなければならないことにご留意ください。

家族等が濃厚接触者となり従業員は濃厚接触者でない場合の対応

従業員との話し合いにより年次有給休暇の付与もあり得る
年 次 有 給 休 暇

＜年次有給休暇と病気休暇の取り扱い＞(厚労省)新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け）

問９ 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り
扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

濃厚接触者の場合と同じ 濃厚接触者の場合と同じ

保 健 所 の 判 定

勤 怠

賃金 (休 業手 当 )

症 状 の 有 無 発熱等の症状あり 無症状

傷 病 手 当 金 申請可能(労務不能の証明必要) 支給対象とならない(※1)

年 次 有 給 休 暇

就 労 原則させないのが良い 従業員との話し合い

※個別事案ごとに判断 テレワークは医師の許可等による(※2) テレワークは保健所･施設の許可等による(※２)

Ｑ14 無症状の濃厚接触者も傷病手当金の支給対象となるのか。

保健所の判定により従業員が濃厚接触者となった場合の対応

従業員との話し合いにより年次有給休暇の付与もあり得る

※２　テレワークにあたっては「保健所及び入所施設の許可があること」「本人の希望があること」「使用者が認めてい
ること」を条件とするのが良いでしょう。(濃厚接触者の場合はまず「医師の許可」が必要です。)

無給(不可抗力による休業と解され使用者に休業手当の支払い義務なし)

休業（保健所の指示による「例:接触後14日間の入院または宿泊療養等」）

濃厚接触者

※１　新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関するＱ＆Ａの改訂について
(厚生労働省令和２年５月１日)

Ａ 傷病手当金は「療養のため労務に服すことができないとき」に支給するものであるため、無症状の濃
厚接触者については、国による財政支援の対象とならない。


